
　私たちの家庭の台所や風呂、トイレなどから出る生
活排水は、家庭内の排水管を経て、市が設置した下水道
本管に集められます。その後、処理場できれいな水と
なって河川に放流されます。
　南魚沼市の下水道は、昭和58年度から整備工事に着
手し、平成27年度で市内全域の整備が完了しました。

下水道
問 下水道課�下水道業務係　TEL.774-2740

　下水道への接続やトイレの改造などの工事は、市が
指定した排水設備等指定工事店でなければ行うことが
できません。市への工事手続なども代行して行います。
指定工事店の一覧など、詳しくは下水道課まで。

排水設備の工事は指定工事店へ

　下水道の建設には、多額の費用を必要とします。しか
し、公園や道路と異なり、限られた区域内で特定の人だ
けが利用するため、建設費を全て市税でまかなうこと
は、利用しない人にも負担させることになり、負担の公
平を欠くことになります。そこで、下水道の整備により
直接利益を受ける人から、建設費の一部として1回限り
負担していただくのが「受益者負担金・分担金」です。

受益者負担金・分担金

　受益者負担金は、土地の所有者または借地権などを
持つ人に納めていただきます。

受益者負担金（市街地とその周辺地域）

　受益者分担金は、排水設備のある建物の所有者に納
めていただきます。

受益者分担金（市街地から離れた地域）

　下水道が整備されたら、くみ取りトイレは3年以内
に、水洗トイレの場合はすみやかに下水道に接続しな
ければなりません。（下水道法第10条、第11条の3）
　市では、下水道接続工事に対して、下記の融資制度を
設けています。制度を活用していただき、すみやかに下
水道に接続してください。

下水道に接続してください

　自己資金だけでは下水道への接続や排水設備の改造
工事費をまかなうことが困難な場合に、金融機関から
資金融資を受けることができます。
・借入限度額　100万円
・利子負担　　実質無利子（市が全額補給）
・償還期間　　48月以内
※�借り入れには条件があり、また、金融機関の審査があ
ります。詳しくは下水道課まで

排水設備等改造資金融資
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